
「独立した自走式自動車車庫の取扱い」についての質疑応答 

 

国土交通省住宅局建築指導課 

日 本 建 築 行 政 会 議 

質  疑 回  答 

1 各階における外周上部５０ｃｍ以

上の開放、かつ、壁面上部の開口

率５％以上を必要とするのは、法

第６１条第二号に該当するものと

みなす場合だけですか。 

「独立した自走式自動車車庫の取扱いについて

（以下「取扱い」という。）」の（１）、（３）、（４）

についても、（２）に記載されている基準に適合す

る開放性が確保されていることが前提となってい

ます。 

2 短辺の長さを５５ｍ以内とする必

要があるのは、法第６１条第二号

に該当するものとみなす場合だけ

ですか。 

１と同じで、有効な排煙を確保するための措置で

あり、 (1)、(2)、(3)についても、この基準が前

提となっています（令 126 条の 3第三号参照)。 

3 令第 109 条の３第二号に適合する

準耐火建築物とする代わりに、令

107 条の 2 に基づく準耐火建築物

(45 分準耐)や、令第 107 条に基づ

く耐火建築物とすることは可能で

すか。 

貴見の通りです。 

なお、令 115 条の 4 の規定により、令 109 条の 3

第一号に基づく準耐火建築物とすることはできま

せん。 

 

4 防火塀の設置を必要とする距離に

ついては、同一敷地内の他の建築

物との中心線からの距離でなくて

よいのでしょうか。  

１層２段・２層３段については、外周部と同一敷

地内の他の建築物との間を５０ｃｍ以上離す必要

があります。なお、車庫の外周部と隣地境界線又

は同一敷地内の他の建築物との間が、５０ｃｍ以

上１．０ｍ未満（５０ｃｍ未満は建設不可）とな

る場合は、防火塀を設置する必要があります。 

5 防火塀、遮へい板及び垂れ壁は、

不燃材料で造る必要はありません

か。 

令 109 条の３第二号の考え方に従い、準不燃材料

以上で造っていただく必要があります。 

6 垂れ壁を設ける場合は、その下に

５０ｃｍの開口を確保すればよい

のでしょうか。  

貴見の通りです。 

なお、有効な排煙を確保するため、垂れ壁は必要

以上に長くせず、開口部はできるだけ上部に設け

るようにします。また、外周部に沿って梁が設け

られている場合は、当該梁の部分を垂れ壁の一部

として用いることができます。 

7 防火塀や遮蔽板の下部も、準不燃

材料で造る必要がありますか。 

原則として、全て準不燃材料以上で造る必要があ

ります。ただし、排水などのために防火上支障の

ない程度の隙間（概ね 50cm 以下）を底部に設ける

ことは可能です。 

8 階段の設置は令第１２０条及び令

第１２１条に準ずる必要はありま

せんか。 

居室に該当しない場合は、それらの規定の適用は

ありませんが、避難安全上、有効な位置に設ける

必要があります。 

9 面積制限及び使用車種の重量制限

は、ありますか。 

面積制限はありません。但し、取扱いに示されて

いる短辺の長さ５５ｍ以内等を守る必要がありま

す。また、使用車種は一般車両（２トン車まで）

が前提となります。 



10 「独立した２階建以下の自走式自

動車車庫（１層２段、２層３段）

の･･･」の独立とはどのような場合

ですか。 

その建築物が自走式自動車車庫のみの用途に使用

され、かつその他の建築物に接続されていないも

のが想定されています。したがって、車庫に付属

するエレベーター、料金所、自転車置場、簡易な

植栽程度以外のものを設置することはできませ

ん。 

11 取扱い１ページ目の「下記に示さ

れた規定以外のものについては、

通常通りの取り扱いとします」の

通常通りの取り扱いとは建築基準

法のことですか。また、下記に示

された規定以外のものには具体的

にどのようなものがありますか。 

建築基準法における建築基準関係規定のことで

す。「下記に示された規定」以外の主なものには、

屋根、電気設備、昇降機、特殊建築物等の内装、

非常用の照明装置等の規定が考えられます。 

12 (2)の法第６１条についての常時

外気に直接開放されることについ

ては、一部でも閉鎖した場合は駄

目なのでしょうか。 

蓄煙が生じないよう、平面上のあらゆる場所につ

いて、開口部まで３０ｍ以下となる部分の開口部

の幅を(2)の基準と同等以上に確保していただく

必要があります（別添事例参照）。 

13 (4)の区画の取り方について、駐車

スペースを車路等により 400 ㎡以

内ごとに区画し、かつ 40m 以内ご

とに区画することという趣旨でよ

ろしいのでしょうか。 

貴見の通りです。 

14 ２．独立した３階建以上の自走式

自動車車庫（３層４段以上）の建

築基準法における取り扱いについ

ては、耐火建築物の主要構造部の

認定を取得したもの以外も対象と

なるのでしょうか。 

大臣認定品以外も対象となります。 

15 取扱いでは１層２段・２層３段の

取り扱いと３層４段の取り扱い

が、必ずしも同等ではないようで

すが、どうしてでしょうか。 

建築基準法第２７条では、１層２段、２層３段は

準耐火建築物に、３層４段は耐火建築物にする必

要があり、取扱いの２．のように、同様の取り扱

いとしている規定もありますが、基本的には両者

は別に取り扱われています。 

16 取扱いは旧法第３８条の規定に基

づく大臣認定品以外にも適用され

るのですか。 

大臣認定品以外の場合も、独立した２階建以下の

自走式自動車車庫（１層２段、２層３段）につい

て、防火関係規定の取り扱いに適用されます。 

17 法第６１条の記載はありますが、

法第６２条（準防火地域内の建築

物）の記載はないのですか。 

法第６２条のただし書きに法第６１条第二号に該

当するものはこの限りでない旨規定されているの

で、別途法第６２条の記載をしておりません。 

18 大臣認定された３層４段自走式自

動車車庫の開放性確保の方法に各

階の長辺のひとつとその他の辺の

１／２以上の面積が常時外気に開

放されていることがありました

が、今回の取扱いには入っていな

いのですか。 

今回の取扱いは１層２段・２層３段についての取

り扱いを示したものであり、３層４段以上の場合

は、御指摘のような場合も含め、個々の計画につ

いて、性能評価等において検討することとなりま

す。 

なお、国土交通大臣が認定した長辺の一と二つの

短辺の１／２以上の幅に相当する開口部が開放さ



れている３層４段の自走式自動車車庫の場合につ

いても、取扱いの「２．独立した３階建以上の自

走式自動車車庫（３層４段以上）の建築基準法に

おける取扱いについて」と同じ扱いとすることが

できます。 

19 3 層 4 段の場合は、延べ面積が 500

㎡を超えると令第 126 条の 2 第 1

項により排煙設備が必要となりま

すが、これについてはどのような

方法が考えられますか。 

取扱いに示された十分な開放性が確保されている

場合にあっては、排煙設備を設ける代わりに平成

12年建告第1436号四ロにより粉末消火設備を設け

る方法が考えられます。 

20 周囲の環境保護の観点から自走式

自動車車庫を地盤面に掘り込んで

設置したい場合、周囲の擁壁との

間を 50cm 以上あければ、同様の取

扱いとすることは可能ですか。 

貴見の通りです。 

21 上記の 1～20 の取り扱いは、３層

４段でも適用されると考えて良い

のでしょうか。 

ここで記載された取り扱いは、特に断りのあるも

のを除き、１層２段、２層３段の場合の取り扱い

であり、３層４段以上の場合は、性能評価等にお

いて別途検討することとなります。 

 



 

 

質疑応答 １２ 回答 別添 

独立した自走式自動車車庫の取扱い１（２）と同等の開口部の幅を確保した事

例の計算例（併せて床面積の５％以上の開口部の検討も行う。） 

 

[例図］ 

（２）の例図のように、短辺５５ｍ 

の中心部において検証した場合、 

（２）の図の場合は３０ｍ以内の 

部分に約２４ｍ以上の幅の開口部 

が確保されている。 

この場合の必要開口高さを計算 

すると、 

（床面積の５％以上の検討） 

 55ｍ×70ｍ×5％＝192.5 ㎡ 

192.5 ㎡/（55ｍ×2+70ｍ×2） 

＝0.77ｍ 

 

ｈ=0.77ｍ以上の開口が全周に必要 

 

[例 1］ 

例図と同様に３０ｍ以内 

の部分に２４ｍの幅の 

開口部を確保し、短辺に 

壁を設置した事例 

 

（床面積の５％以上の検討） 

55ｍ×70ｍ×5％＝192.5 ㎡ 

192.5 ㎡/（12ｍ×4+70ｍ×2） 

＝1.023ｍ 

 

ｈ=約 1.03ｍ以上の開口が必要 

               壁 

[例２］ 

例図と同様に３０ｍ以内 

の部分に２４ｍの幅の  

開口部を確保し、辺の 

端部に壁を設置した事例 

  

（床面積の５％以上の検討） 

30m

蓄煙が生じないよう、開口部まで 30m
以下となる部分を確保することが必要 

30m 30m
短辺 55m 
   (最大) 

24ｍ 
長辺 70m 

長辺 70m 

12m 

31m 

12m 

壁 

短辺 55m 

12ｍ 

12ｍ 

長辺 70m 

30m
10.5m 

17m 短辺 55m 

10.5m 

17m 

5ｍ 7ｍ 

5ｍ 7ｍ 



55ｍ×70ｍ×5％＝192.5 ㎡ 

192.5 ㎡/{（55ｍ×2-10.5ｍ×2）＋(70ｍ×2-5ｍ×2) } 

＝0.878ｍ 

 

ｈ=約 0.88ｍ以上の開口が必要 

 

[例３] 

例図と同様に３０ｍ以内 

の部分に２４ｍの幅の  

開口部を確保し、長辺に 

壁を設置した事例 

 

短辺５５ｍでは長辺方向に 

壁を設置できないため 

短辺を５０ｍとすると 

 

（床面積の５％以上の検討） 

50ｍ×70ｍ×5％＝175 ㎡ 

175 ㎡/（50ｍ×2+70ｍ×2-9.1ｍ） 

＝0.7579ｍ 

 

ｈ=約 0.76ｍ以上の開口が必要 

30m 30m

長辺 70m 

 9.1m 
壁 

短辺 50m 

12m  12m 


